
１．施設使用料
平成28年4月1日施行予定 (単位：円)

施設 午前 午後 夜間 全日

無料 30,600 37,800 34,200 102,600

有料 45,900 56,700 51,300 153,900

無料 36,720 45,360 41,040 123,120

有料 55,080 68,040 61,560 184,680

無料 1,200 1,500 1,300 4,000

有料 1,800 2,300 2,000 6,100

無料 1,440 1,800 1,560 4,800

有料 2,160 2,760 2,400 7,320

無料 1,200 1,500 1,300 4,000

有料 1,800 2,300 2,000 6,100

無料 1,440 1,800 1,560 4,800

有料 2,160 2,760 2,400 7,320

開館時間

３．附属設備使用料 ・ 舞台技術者人件費等

平成27年10月9日

移転後のこども文化センター（此花区）　について

種別

ホール

平日

土日祝

控室１

平日

土日祝

控室２

平日

土日祝

注：「無料」…入場料の類を徴収しない場合、「有料」…入場料の類を徴収する場合

２．開館時間・時間区分・休館日

 午前９時～午後９時３０分

時間区分

午前 午後 夜間

午前９時～ 午後１時～ 午後６時～

① 附属設備使用料については、大阪市が定めます。
   詳細が決まり次第、窓口、ホームページ等でご案内いたします。

② 追加を要する舞台技術者人件費、舞台備品等持込物品の金額に
　 つきましては、平成２８年度のこども文化センターの指定管理者
　（未定）が定めます。
　 詳細が決まり次第、窓口、ホームページ等でご案内いたします。

正午 午後５時 午後９時３０分

休 館 日
月曜日(国民の休日の場合はその翌日)

１２月２９日～翌年１月３日


